
令和５年４月３日 

生   徒   部 

 

令和５年度 福岡県立中間高等学校部活動の活動方針及び活動計画 

 

１ 学校の教育目標 

（１）社会を生き抜くための確かな学力を育成する。 

（２）豊かな心と健やかな心を育み高い志を育成する。 

（３）様々な価値観や立場を認め、協調して生きる姿勢・能力を育成する。 

（４）地域社会へ積極的に貢献する行動力を育成する。 

 

２ 運動部活動の方針 

（１）生徒が自主的・自発的に活動を行い、学校生活を豊かで充実したものにする。 

（２）学級や学年を離れた集団の中で、互いに認め合い、励まし合い、高め合いながら、自己の存在

感や責任を見つめ、豊かな人間性を育成する。 

（３）競技力の向上だけでなく、挨拶を励行し、礼儀等を身に付けさせ、心・技・体の充実を図る。 

 

３ 文化部活動の方針 

（１）生徒の心身の健康管理、事故防止に努める。 

（２）生徒の芸術文化等の能力の向上や生涯を通じて芸術文化に親しむ基礎を培う。 

（３）技能向上や大会等での目標を達成できるように分野の特性等を踏まえ、合理的な手法で効果を

高める。 

 

４ 休養日及び活動時間等の設定 

（１）学期期間中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜日及び日

曜日（週末）は少なくても１日を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を

他の日に振り替える。） 

（２）長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取るこ

とができることができるとともに、部活動以外にも多様な活動ができるようにする。 

（３）１日の活動時間は、平日２時間程度、学校の休業日は３時間程度とし、短時間に合理的でかつ

効率的・効果的な活動を行う。 

 

  ※休養日及び活動時間の設定については、地域や学校の実態に応じて、定期考査前後の一定期間の

部活動休養日を設けたり、週間、月間、学期単位での活動頻度・時間を設定したり弾力的に定め

ることができる。 

  ※筋肉の疲労をほぐすために行うストレッチや教職員の指導を要しない安全で生徒の個人的な活動

については、活動時間に含めないことができる。 

 



５ 部活動の公式戦・大会等の計画について 

 

（１）高体連関係（福岡県高等学校ホームページ）     http://www.fukuoka-koutairen.com/ 

 

（２）高野連関係（福岡県高等学校野球連盟ホームページ） https://福岡県高野連.jp/  

 

（３）高文連関係（福岡県高等学校芸術・文化連盟ホームページ）   

http://www.fukuoka-koubunren.jp/ 

 

６ 完全下校時間 

・平日          １９：３０ 

・休日及び長期休業期間  １７：００ 

 

７ 共通の休養日 

（１）定期考査期間 

・ ５月１２日～   １７日 （１学期中間考査５月１２日～１７日）         ６日間 

・ ６月１５日～   ２８日 （１学期期末考査６月２３日～６月２８日）      １４日間 

・１０月 ７日～１０月１２日 （２学期中間考査１０月６日～１０月１２日）     ６日間 

・１１月１４日～   ２９日 （２学期期末考査１１月２４日～１１月３０日）    １６日間 

・ １月３１日～   １４日 （学年末考査２月８日～２月１３日）             １５日間 

 

（２）その他 

・８月１４日、１５日、１６日 （学校閉庁日） 

・１２月２７日、２８日    （学校閉庁日）                    ５日間 

 

合計６２日間 

 

※上記期間中でも公式戦や部の行事（ＯＢ会や初稽古会等）により活動日となることがあります。

その際は顧問から生徒を通じて保護者に連絡します。 

 

８ 各部活動の活動計画 

各部活動ごとに作成していただいた月間計画（３ヶ月分）を別途ホームページに掲載しています。 

※計画に変更があった際は顧問から生徒を通じて保護者に連絡してください。 

http://www.fukuoka-koutairen.com/
https://福岡県高野連.jp/
http://www.fukuoka-koubunren.jp/

